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岐 阜 市 α＝0 β ３方式 国基準

大 垣 市 α＝１ β ３方式 国基準

高 山 市 α＝１ β´ ３方式 国基準

多治見市 α＝１ β ３方式 国基準

関    市 α＝１ β ３方式 国基準

中津川市 α＝１ β ３方式 国基準

美 濃 市 α＝１ β ３方式 国基準

瑞 浪 市 α＝１ β ３方式 国基準

羽 島 市 α＝１ β ３方式 国基準

恵 那 市 α＝１ β ３方式 国基準

美濃加茂市 α＝１ β ３方式 国基準

土 岐 市 α＝１ β ３方式 国基準

各務原市 α＝１ β ３方式 国基準

可 児 市 α＝１ β ３方式 国基準

山 県 市 α＝１ β ３方式 国基準

瑞 穂 市 α＝１ β その他 国基準

本 巣 市 α＝１ β ３方式 国基準

飛 騨 市 α＝１ β ３方式 国基準

郡 上 市 α＝１ β ３方式 国基準

下 呂 市 α＝１ β ３方式 国基準

海 津 市 α＝１ β ３方式 国基準

岐 南 町 α＝１ β ３方式 その他

笠 松 町 α＝１ β ３方式 国基準

養 老 町 α＝１ β ３方式 国基準

垂 井 町 α＝１ β ３方式 国基準

関ヶ原町 α＝１ β ３方式 国基準

神 戸 町 α＝１ β ２方式 国基準

輪之内町 α＝１ β ２方式 国基準

安 八 町 α＝１ β ３方式 国基準

揖斐川町 α＝１ β ３方式 国基準

大 野 町 α＝１ β ３方式 国基準

池 田 町 α＝１ β ３方式 国基準

北 方 町 α＝１ β その他 国基準

坂 祝 町 α＝１ β ４方式 国基準

富 加 町 α＝１ β ３方式 国基準

川 辺 町 α＝１ β ３方式 国基準

七 宗 町 α＝１ β ３方式 国基準

八百津町 α＝１ β ３方式 国基準

白 川 町 α＝１ β ４方式 国基準

東白川村 α＝１ β ３方式 国基準

御 嵩 町 α＝１ β ３方式 国基準

白 川 村 α＝１ β ３方式 国基準

市町村 αの設定 βの設定 配分方式 限度額



（　「←」：左欄でやむを得ない）

１．医療費指数反映係数 ２．所得係数 ３．配分方式 ４．賦課限度額

1 ← 0 ← 他 β ← β´ ← 4 ← 3 ← 2 ← 他 国 ← 他

岐 阜 市 ○ ○ ○ ○

大 垣 市 ○ ○ ○ ○

高 山 市 ○ ○ ○ ○

多治見市 ○ ○ ○ ○

関    市 ○ ○ ○ ○

中津川市 ○ ○ ○ ○

美 濃 市 ○ ○ ○ ○

瑞 浪 市 ○ ○ ○ ○

羽 島 市 ○ ○ ○ ○

恵 那 市 ○ ○ ○ ○

美濃加茂市 ○ ○ ○ ○

土 岐 市 ○ ○ ○ ○

各務原市 ○ ○ ○ ○

可 児 市 ○ ○ ○ ○

山 県 市 ○ ○ ○ ○

瑞 穂 市 ○ ○ ○ ○

本 巣 市 ○ ○ ○ ○

飛 騨 市 ○ ○ ○ ○

郡 上 市 ○ ○ ○ ○

下 呂 市 ○ ○ ○ ○

海 津 市 ○ ○ ○ ○

岐 南 町 ○ ○ ○ ○

笠 松 町 ○ ○ ○ ○

養 老 町 ○ ○ ○ ○

垂 井 町 ○ ○ ○ ○

関ヶ原町 ○ ○ ○ ○

神 戸 町 ○ ○ ○ ○

輪之内町 ○ ○ ○ ○

安 八 町 ○ ○ ○ ○

揖斐川町 ○ ○ ○ ○

大 野 町 ○ ○ ○ ○

池 田 町 ○ ○ ○ ○

北 方 町 ○ ○ ○ ○

坂 祝 町 ○ ○ ○ ○

富 加 町 ○ ○ ○ ○

川 辺 町 ○ ○ ○ ○

七 宗 町 ○ ○ ○ ○

八百津町 ○ ○ ○ ○

白 川 町 ○ ○ ○ ○

東白川村 ○ ○ ○ ○

御 嵩 町 ○ ○ ○ ○

白 川 村 ○ ○ ○ ○

23 18 1 0 0 24 17 1 0 0 2 15 21 2 0 2 37 4 1

0 2 12 41
集　　計

41 1 41 1 2 36


